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民法改正による身元保証の変更点

寺島戦略社会保険労務士事務所 所長 寺島 有紀
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平成29年5月26日、「民法の一部が改正される法律」が成立し、2020年4月1日から施行されることになり

ました。改正点は多くありますが人事労務の実務に関連するポイントとしては「従業員の身元保
証」についての改正があります。

身元保証とは？ 従業員が会社に損害を与えた場合に本人と連帯してその賠償
を身元保証人に行わせる契約のこと

就業規則

入社時の必要書類に
いれている企業も多い

「身元保証」の変更点

身元保証の条文を入れて
いる企業も多い
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「身元保証」の変更点

民法改正によって、保証人が個人である根保証契約（＝不特定の債務を現在だけでなく将来発生するも
のも含め包括的に保証するという契約）について「極度額」（＝保証の上限額）を決めない限り、その契約
の効力が生じないものとされました。

つまり端的に言えば、身元保証書についても、保証の上限額を記載しない限り有効ではなく
なってしまうということになります。

改正前：身元保証書

上限額の定めなどはない
のが一般的

改正後：身元保証書

上限額の定めが必要に！

注意：2020年4月前に締結された保証契約については、上限額が記載されていなくても
効力には問題がないとされており、2020年4月以降に採用する労働者については保証
の上限額が必要になります。（改正民法附則21条 1項）
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極度額（上限額）の設定

民法改正によって、上限額を設定しなければならなくなりましたが、いったいどの程度の金額を上限に設
定するのかは難しいところです。実際の損害の請求の場合、労働者の監督についての会社の過失の有
無、身元保証人が身元保証をするに至った経緯、労働者の任務の変化等、一切の事情を総合的に考慮
して賠償金額が決定されるため、身元保証人への請求においては、実際の損害より軽減される場合が
多くなっています。

保証人は責任を
負わない

極度額

1.＜嶋屋水産運輸事件 神戸地裁 昭61.9.29判決＞
会社の売上金の900万円余りを着服横領した経理担当者の行為について、
①会社の社員に対する管理体制に不備があったこと

②会社が身元保証を重視しておらず、身元保証人らにもその重要性と責任
につき説明と了解を得ていなかったこと
から、2割の180万円のみが賠償額として認められた

2. ＜ワールド証券事件＞

歩合外務員の社員が会社の業務命令に違反し株の買い付け注文を受けた
ため、会社が1億4,765万円の損害を被ったとして、社員とその身元保証人に
対し損害賠償を求めた事件では、

①会社にも業務命令の徹底や部門のチェック体制に不備があり損害を被っ
たことには会社には3割の過失があったと認定し損害額を減額

②身元保証人の信用力・財力等の調査がずさんであり、身元保証人に十分
な説明をしなかったことから
損害賠償責任の4割（4,134万円4,206円）のみが賠償額として認められた

企業規模にもよるが、数割が減額されることも含め、300万円～1,000万円程度の設定が現実
的なラインではないかと考えられる。（あまりに高額の場合身元保証人のなり手がいなくなる）
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身元保証書の変更案

弊社ダウンロードサイトに掲載していた
旧案

2020.4～

上限額の記載を追記

弊社ダウンロードサイトにも民法改正対応の案についてはアップロー
ドしております。パスワードは2019年末現在「tsr_download」です。
https://www.terashima-sr.com/customerpage

https://www.terashima-sr.com/customerpage
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民法改正が人事労務分野にダイレクトに影響のある論点として「身元保証」についての情報をお届けいたしましたが、今
回の民法改正については多岐に及んでおり、その他の民法改正についての詳細は、顧問弁護士様にご相談いただけ
ればと思います。

なお、身元保証の運用についてご質問等ございましたら、弊社にもお気軽にお問い合わせください。


